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【「石岡市立八郷中学校部活動運営方針」策定の趣旨】 
 

○ 策定の趣旨 
 

◇ 本校においては，平成 30 年３月スポーツ庁より出された，「運動部活

動の在り方に関する総合的なガイドライン」や「茨城県運動部活動の運

営方針」，「石岡市立中学校部活動運営方針」（以下，「県運営方

針」，「市運営方針」）に則り，活動がより一層効率的・効果的に行わ

れ，生徒にとって望ましい部活動の環境を構築するという観点に立ち，

学校，競技種目等に応じた多様な形で実施されることを目指す。また，

生徒の健全な成長を支え，これまで以上の成果が上がることを期待して

「石岡市立八郷中学校部活動運営方針」を定めることとする。 

 
（１）知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育み，生徒が運動や文

化的な活動を主体的に楽しむことで，生涯にわたって心身の健康を保持

増進し，豊かな学校生活を実現するための資質・能力の育成を図るとと

もに，バランスのとれた心身の成長と豊かな学校生活を送ることが実現

できるようにすることとする。 

 

（２）部活動は，生徒の自主的，自発的な参加により行われるものである。

学校は，学校教育の一環として教育課程との密接な関連を図り，適正な

時間管理の下，合理的でかつ効率的・効果的な部活動の運営に努めるこ

ととする。 

 

（３）学校は，部活動の運営及び指導に係る体制構築に努めることとする。 
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【新たな部活動に向けての石岡市立八郷中学校部活動運営方針】 

 
１ 学校教育の一環としての部活動の適切な運営 

 ◇  部活動は，学校教育の一環として実施する教育活動であり，生徒に

とって豊かな学校生活を経験する有意義な活動である。また生徒に，

スポーツや文化，科学等に親しませ，学習意欲の向上や責任感，連帯

感の涵養等，学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものである

。このことから部活動は，学校の教育目標，経営方針に基づき，今後

も計画的に実施するものとする。 

 

（１）部活動は，生涯にわたって豊かな生活を送る資質・能力を育成し，体

力の向上や健康の増進を図るだけでなく，異年齢との交流の中で，生徒

同士や生徒と教員等との好ましい人間関係の構築を図り，学習意欲の向

上や自己肯定感，責任感，連帯感の涵養に資するなど，生徒の多様な学

びの場として大きな意義を有するものである。 

このことから学校の教育目標及び経営方針に基づき，今後も計画的に

実施するものとする。 

 

（２）部活動は，部顧問の個人的な判断で活動の是非を問うものではなく，

全職員の共通理解の下，生徒のバランスのとれた生活と成長に配慮する

とともに，部顧問の指導に係る業務の適正化が図られるよう，学校とし

ての組織力を高めながら，学校全体の教育活動として適切な部活動の運

営を図っていくこととする。 

 

（３）保護者及び地域に対して，学校の担うべき部活動の目的や部顧問の指

導に係る業務等について，理解と協力を促すこととする。 

 

（４）ＰＴＡ総会やホームページ等を利用して，保護者及び地域に対し積極

的に部活動に関する情報提供を行い，学校と地域並びに保護者間の共通

理解を図る取組を推進するとともに，学校公開等の機会を積極的に活用

して，学校としての部活動の運営方針について広く発信し，理解を求め

ることとする。 
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２ 適切な部活動の運営のための体制整備 

 ◇  校長は，「県運営方針」及び「市運営方針」に則り，毎年度，「学

校の部活動に係る活動方針」の見直しをするものとする。また，部顧

問は，年間の活動計画（平日及び休日における活動日，休養日及び参

加を予定する大会・コンクール等），並びに毎月の活動計画及び活動

実績（活動日時・場所，休養日及び大会・コンクール参加日等）を作

成し，校長に提出し，承認を得ることとする。 

 

（１）部活動の方針の策定等 

 ①   校長は，「県運営方針」及び「市運営方針」に則り，毎年度「学校

の部活動に係る活動方針」（以下，方針」）を策定し，ホームページ

等への掲載などにより公表する。 

 

  ②  部顧問は，年度初めに年間の活動計画（平日及び休日における活動

日，休養日及び参加を予定する大会・コンクール等），並びに毎月の

活動計画及び活動実績（活動日時，場所，休養日及び大会・コンクー

ル参加等）を作成し校長に提出する。 

 

（２）部活動の指導・運営に係る体制の構築 

  ①  部活動の適切な設置及び加入方針 

部活動の設置（新設，統廃合を含む）については，生徒，教職員，保

護者，地域等の実態に応じ，校長の判断で行う。その際には，保護者や

地域の協力体制，施設，設備などにおける安全面等について吟味し，持

続可能性を十分に考えた上で判断する。 

また，部活動は「生徒の自主的，自発的な参加により行われる」もの

であることに鑑み，生徒の部活動加入については，「自主選択制」とす

る。 

 

② 「部活動運営委員会」等の設置 

各校において,「部活動運営委員会」等を設置し，教職員のみならず，

保護者や地域のスポーツ等関係者，学校医なども加え，生徒の発育・発

達の段階に応じた適切なトレーニング内容や時間（量），学校と保護者

及び地域間の連携方策について， 幅広く議論を深めつつ，十分な理解

と協力を得られるよう努める。 

 

   ③ 「活動計画・活動実績簿」等の点検 

校長は，「活動計画・活動実績簿」を点検し，方針で定める範囲の

活動となっているかを確認し，適宜，指導・是正を行う。 
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④  適切な指導の実施 

 校長は，部活動指導員等に対して定期的な研修の機会を以下のよう

な内容で設定するよう努める。 

   ・学校教育の一環である部活動の位置付け 

   ・部活動が生徒の学習意欲の向上や責任感，連帯感の涵養等に資する

ものである教育的意義 

   ・生徒の発育・発達の段階に応じた科学的な指導方法 

   ・安全確保や事故発生時の適切かつ迅速な対応 

   ・生徒の人格を傷つける言動や体罰，パワーハラスメントやセクシャ

ルハラスメント等の禁止 

    ・服務（校長の監督を受けることや生徒，保護者等の信頼を損ねるよ

うな行為の禁止）等の遵守 

 

⑤ 研修について 

・部活動運営に関わる研修 

部活動に関わる教員は，茨城県教育委員会が主催する部活動に関す

る講習会や市教育委員会等が主催する研修等に参加し，各校で伝達す

ることを通して，各校部活動指導の質の向上を図るよう努める。 
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３ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組 

 ◇  部顧問の指導に係る業務の適正化を図るため学校は，部活動を組織

的に運営するとともに，生徒の生活や健康に留意しながら，できるだ

け短時間に合理的でかつ効率的・効果的に活動していくこととする。 

 

（１）校長及び部顧問は，部活動の実施に当たっては，文部科学省が平成 25 

年５月に作成した「運動部活動での指導のガイドライン」に則り，生徒

の心身の健康管理（スポーツ障害・外傷の予防やバランスのとれた学校

生活への配慮等を含む），事故防止（活動場所における施設・設備の点

検や活動における安全対策等）及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底す

ることとする。 

 

（２）部顧問は，科学的な見地に基づきトレーニングの効果を得るため，計

画的に休養日を設定することが必要なことや，過度の練習はスポーツ障

害・外傷，精神面への影響などのリスクを高め，必ずしも体力・運動能

力・技能の向上につながらないこと等を正しく理解するよう努めるもの

とする。 

また，専門的知見を有する教員（保健体育・音楽・美術）や養護教諭，

学校医等と連携・協力して，発育・発達の個人差をはじめ，特に成長期に

おける体と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指導を行うものと

する。 

 

（３）部顧問は，活動目標，指導方針，出場試合・大会・コンクール等，具

体的な練習内容や方法等について，生徒や保護者が十分に理解できるよ

う適切に伝えることとする。    

また，日頃の指導においても，部顧問と生徒間のコミュニケーション

を十分に図り，練習においてできるだけ短時間に「誰が，何を，いつ，ど

こで，なぜ（どのような目的で），どのように行えばよいか」等を的確に

伝え，理解させるとともに，安全に徹した指導が実現できるように努め

ることとする。 

 

（４）校長は，学校における部活動の安全な環境を整備するとともに，以下

のことについて，部顧問に対し，支援及び指導を行うものとする。 

① 部顧問は，日常の活動を安全に行うことができるよう，活動の前後

に健康観察を行い，常に生徒の健康安全に努める。また，練習場所や

練習設備，用具等について，安全確認を実施する。 

② 部顧問は，万が一に備え，「危機管理マニュアル」を参考に，緊急

時に対応できるようにしておく。 
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（５）熱中症事故の防止 

校長は，熱中症事故の防止等の安全確保を徹底するため，「熱中症予

防運動方針」（公益財団法人日本スポーツ協会）等を参考に，運動部活

動の実施について適切に判断する。また，部顧問は，気象庁の高温注意

情報及び環境省熱中症予防情報サイト上の暑さ指数等の情報に十分留

意し，気温・湿度などの環境条件に配慮した活動を実施する。その際，

屋内外に関わらず，活動内容について柔軟な対応を検討する。 

部顧問は，熱中症について理解を深め，その対処法を校内で研修し，

重篤化しやすく命の危険に関わることを生徒に指導する。 
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４ 適切な活動時間や休養日等の設定 

 ◇ 部活動における活動時間及び休養日の確保については，生徒のバラ

ンスのとれた生活と成長に十分配慮するとともに，スポーツ医・科学

の観点や活動時間に関する研究も踏まえ，望ましい活動時間を設定す

ることとする。 

 

（１）各部活動の活動時間及び休養日を次の通りとする。 

   ① 活動時間について 

○ 平日の活動時間は，１日当たり２時間を上限とし，「完全下校時

刻」を定める等，活動時間が守られるよう工夫する。 

○ 週末（土曜日・日曜日）及び祝日，学校の休業日の活動時間は，準備・片づ

け等を除き，３時間を上限とする。 

○ 全国大会及び県新人体育大会等の予選を含む試合やコンクールの

１か月前は，日々の努力の積み重ねの成果を存分に発揮することが

必要とされる重要な期間であることから，この期間は，生徒及び保

護者が希望している場合のみ，校長の承認を得た上で，休養日等の

調整を行うことができることとする。 

   

② 朝の活動の取扱いについて  

○ 生徒の健康及び保護者の負担を軽減するため，原則，朝の活動は

実施しないこととする。 

○ 特例で朝の活動を実施する場合にも，１日の活動時間の上限の範

囲内で実施すること。 

○ 特例として朝の活動を実施する場合とは，大会等の直前であり，放

課後のみの活動では施設等を使用できないため，放課後の活動を朝

の活動に振替える必要があるケースとする。   

○ 特例による朝の活動の際には､生徒を午前7時よりも前に登校させ

ない。 

活動時間は，総合体育大会期が７時10分～8時まで，新人体育 

大会期が7時20分～8時までとする。 

  

③ 休養日について 

○ １週間のうち平日に１日以上，土曜日か日曜日のどちらか１日以

上を休養日とし，1週間に2日の休養日を確保する。週末の２日間と

も大会等により活動した場合，休日に休養日を振り替える。 

  ただし、公式大会等において上位大会に進出し、上位大会が直後

の１か月以内に控えている場合に限り、コンディション調整を目的

として、生徒が希望する場合は、生徒の心身の疲労回復の状況を確

認した上で、校長の判断により、平日に休養日を振替えることも可

とする。 
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○ 週末・祝日等に，大会・コンクール等へ参加したり，練習試合・

合同練習会を実施したりして，活動時間が３時間を超えてしまった

場合，別な日に休養日を振り替える。 

○ 長期休業中の休養日は，学期中の休養日に準ずる。 

○ 学力診断テスト，定期テスト（中間テスト・期末テスト），地域

行事期間等は，学校の実態に応じて，「テスト前の休養日」や「地

域行事期間の休養日」として，休養日を設ける。 

   ・定期テストについて，３日前から休養日とする。 

○ 当初計画していた休養日に，活動する場合は，校長の承認を得た

上で，生徒及び保護者の同意を得て実施し，別の日に休養日を設け

る。 

○ 以下の日は，学校閉庁日により「部活動一斉休養日」とする。 

・夏季休業日中の８月13日～８月16日の４日間 

・年末年始  12月29日～１月４日の７日間 

・県民の日  11月13日 

 

（２） 総合体育大会・新人体育大会・コンクール・陸上競技大会前におけ

る活動時間の調整と代替え休日について総合体育大会・新人体育大会

・コンクール・陸上競技大会の前に，週末（土曜日・日曜日）及び祝日に活動

時間を調整して行った時，休養日も調整することとする。 

  また，上記の期間でなく，主催が中体連以外の大会に参加し，週末

の 2 日間活動した時も同様に休養日を調整することとする。 
 

（３） 校長は，「方針」の策定に当たっては，上記の基準を踏まえるとと

もに，市教育委員会が策定した方針に則り，各部活動の休養日及び活

動時間等を設定し，公表する。また，各部活動の活動内容を把握し，

適宜，指導・是正を行う等，その適切な運用を徹底するものとする。 
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５ 生徒のニーズを踏まえた環境の整備 

 ◇ 学校は，生徒の多様なニーズを踏まえた部活動の設置や，学校の

実情に応じた合同チームの推進，部活動指導員等の積極的な活用を

図るとともに，地域の競技関係団体と連携し，組織の体制を整える

よう努めることとする。 

 

（１）生徒の多様なニーズを踏まえた部活動の設置 

   校長は，生徒の多様なニーズに応じた活動を行うことができる部活動

の設置を検討する。 

少年期におけるスポーツのアスリートや芸術のアーティストの育成を

すべての部活動が担うものではない。とりわけ，高い資質・能力を有し，

質の高い活動が必要とされる生徒に対しては，各種団体等の外部の協力

を得るなどして，組織として育成体制を整えることが必要である。その

際，部顧問の負担軽減を図るため，部顧問が，地域の各種団体の指導者

として恒常的に参加することがない仕組みづくりを行うとともに，生徒

のバランスのとれた生活や健全な成長に配慮した指導体制を整えること

ができるように努めるものとする。 

 

（２）地域，保護者との連携等 

  ① 地域との連携 

校長は，学校や地域の実態に応じて，地域のスポーツ団体や関係機関

との連携，保護者の理解と協力，民間事業者の活用等による，学校と地

域が共に子供を育てるという視点に立った，学校と地域が協働・融合し

た形での地域における環境の整備を推進するよう努めるものとする。 

    ② 保護者との連携 

    学校は，1 年生の正式入部後（5 月上旬）と 3 年生の活動終了時（7

月～8 月）に部活動保護者会を実施する。その際，部活動における学

校の活動方針及び各部の指導方針，おおよその年間スケジュールを示

し，理解を得る。 

 

（３）保護者・地域とのパートナーシップの醸成 

学校は，子供の健全な育成と教育環境の充実の観点から，保護者・地

域との連携に努め，生徒や保護者が部活動に関する心配や不安等につい

て，部顧問や学校に相談しやすい雰囲気を醸成することとする。 
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６ 学校単位で参加する大会・コンクール等の見直し 

◇  学校は，各部が参加する大会・試合・コンクール等を把握し，生徒

や部顧問の負担が過度とならないことを考慮して，参加する大会・試

合・コンクール等を精査するものとする。 

 

（１）大会，練習試合，コンクール，合同練習会等の参加は月２回程度とす

る。校長は，上記に定める上限の目安等を踏まえ，生徒や部顧問の負担

が過度とならないことを考慮して，参加する大会・試合・コンクール等

を精査する。 

ただし，校長の承認を得たうえで，生徒と保護者の同意が得られれ

ば，総合体育大会，新人大会，コンクール等の２か月前から大会当日

までの期間は，練習試合や合同練習会の回数を増やすことができるこ

ととする。 

 

（２）保護者の経済的負担や休日の家族の予定なども考慮して計画するこ

ととする。 

 

（３）週末及び祝日等に大会，練習試合，コンクール等に参加する時には，

事前に校長の承認を得ることとする。 
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７ その他 

（１）完全下校時刻 
（別表１）完全下校時刻について 

月 時刻 月 時刻 月 時刻 

４ １７：３０ ９ １７：３０ １ １６：３０ 

５ １７：４５ １０ １７：００ ２ １６：３０ 

６ １７：４５ １１ １６：３０ ３ １７：３０ 

７ １７：３０ １２ １６：１５  

（日没時刻を参考に下校時刻を設定 国立天文台の水戸市のデータより） 

 

（２）活動方法 

    ①活動の際は，その場に顧問がいることを原則とするが，やむを得ない

ときは安全な活動方法を生徒全員に指示し，他の職員にその旨を依

頼する。 

    ②各部は，年間計画を作成する。毎日の活動を計画的に行う。 

  ③活動時間を厳守する。部活動後の下校指導は，顧問が責任をもって行

う。  

  ④生徒がけがをした場合は，必ず保護者に連絡をとり，医師の診断を受

ける。   

  ⑤施設・部室の管理・用具等の後始末はその部が責任をもって行う。 

  ⑥弁当を持参する際には，ビン，缶類，紙パック，ペットボトルクーラ

ーを持たずに水筒，スクイズボトルで持ってくる。 

  ⑦長期休業中の活動については，随時計画表を作成する。また，練習に

ついては，開始，終了を日直に報告する。 

  ⑧対外試合や学校外での練習等については，事前に起案書を提出する。

また，移動については，公的交通手段を利用するか，保護者輸送によ

る現地集合・解散とする。 

    ⑨選手として大会に出場できなくなる生徒指導上の諸問題について

は，全職員で共通理解を図り，指導（生徒指導部・部活動担当より）

にあたる。また，各顧問は事前に生徒と保護者にはっきり伝え，該当

生徒には，担任・学年・生徒指導部とともに指導する。 

  

※その他については校則に準じる。 
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（３）石岡市中体連規約 

  ①缶，ビン，紙パック，ペットボトル禁止。水筒，スクイズボトル使

用可。 

②差し入れは学校で配付。大会会場で飲食しない。 

③自動販売機の使用禁止。コンビニ等の利用も禁止。 

④鳴り物，メガホン禁止（野球は監督のみ使用可） 

⑤服装は，ユニフォームまたは学校指定の体操服とする。 

   （踵つぶし，腰ばき，Ｔシャツ出し等，見苦しい着こなしは絶対しない） 

⑥頭髪・持ち物は，各学校の決まりを守り，しっかりとした態度で参

加する。（各校での事前指導） 

⑦応援は，聞いていて好ましくない野次，個人を責めたてる野次は厳

重に慎む。 

⑧会場の使用は，ゴミを出さず，常識にしたがってきれいに使用する

こと。器物破損を絶対にしない。（特に，体育館・武道場での土足

は絶対禁止） 

⑨荷物の管理を徹底し，盗難等には十分留意する。 

⑩参加生徒の事故等ないように指導し，万一事故が発生した場合は迅

速な対応をする。 

 

（４）入部届と退部届について 

   八郷中学校の入部届と退部届は以下の形式のものを使うものとする。 
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入  部  届  

 

 石岡市立八郷中学校長  ○○ ○○ 殿 

 

 

 

                                 

  

 

 部へ入部いたします。 

                         令和  年  月  日  

 

 ■生徒氏名             男・女   年   組 

 ■生年月日   平成   年   月   日生 

 

■保護者氏名          印 

 ■住 所 

 ■電話番号（自宅） 

 

             （携帯） 

 ■緊急連絡先（勤務先名／電話番号など） 

 

 ■かかりつけの病院・電話番号など 

    （病 院 名） 

 

    （電話番号） 

  ＊提出は担任から部活動顧問へ渡します。         

４／〇〇（〇）までに入部届けを提出して下さい。 

（４／〇〇以降も入部届は随時受け付けています。 

不明な点などは，担任や顧問に遠慮なく相談してください。） 

 

 

【 活動時間延長許可申請書 】 ※ 希望する場合は□にチェック 

 

□ ２・３年生と同じ時間帯での活動を希望します。 

              （１７：１５活動終了 １７：３０完全下校）  

  ※ なお，部の実状（活動場所や用具などの問題）により，２ ・３ 年生と 

    同じ時間帯での活動が出来ない場合もあります。ご了承下さい。 

 

    部活動ごとの対応となりますので，仮入部の際に各部活動顧問に 

ご確認いただきますよう，よろしくお願いいたします。   
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退  部  届  

 

 石岡市立八郷中学校長  ○○ ○○ 殿 

 

 

 

 

 私は現在まで活動をしていた                                  

                                    

    部  

 

             を，都合により退部いたします。 

 

 

                                                                                

 

                                                                                  

                              

              令和   年   月   日   

 

 ■生徒氏名                          

        年   組   （ 男 ・ 女 ） 

  

 ■保護者名                    印 

 

 

 


